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そして、このような場合には、経済事情の変動により剰員を生じる等Ｙにおいて従来の取扱いを変更して右条

項を発動してもやむをえないと認められる特段の事情の存しないかぎり、期間満了を理由として傭止めをする

ことは、信義則上からも許されないものといわなければならない。しかるに、この点につきＹはなんら主張立証

するところがないのである。もつとも、前記のように臨就規８条は、期間中における解雇事由を列記している

から、これらの事由に該当する場合には傭止めをすることも許されるというべきであるが、この点につき原判

決はＹの主張する本件各傭止めの理由がこれらの事由に該当するものでないとしており、右判断はその適法に

確定した事実関係に照らしていずれも相当というべきであって、その過程にも所論の違法はない。そうする

と、ＹのしたＸらに対する本件傭止めは臨就規８条に基づく解雇としての効力を有するものではなく、これと同

趣旨に出た原判決に所論の違法はない。（以下略） 


